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第１章 災害予防計画 

 第１節 災害危険地域等の調査及び予防対策 

 第１項  略 

 第２項 災害危険地域の予防対策 

 １～４  略 

 ５．複合災害対策 

   市は、複合災害（同時又は連続して2 以上の災害が発生し、それら

の影響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困

難になる事象）の発生可能性を認識し、防災計画等を見直し、備えを

充実するものとする。さらに、山間部や河川の沿岸など、地域の特性

に応じて発生可能性が高い複合災害について、市民に周知・啓発を図

るものとする。 

   市は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生

が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生

じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに留意しつつ、

要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定めるとと

もに、外部からの支援を早期に要請することも定めておくものとする。 

   市は、様々な複合災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえて

災害ごとの対応計画の見直しに努めるものとする。さらに、地域特性

に応じて発生可能性が高い複合災害を想定し、要員の参集、合同の災

害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努めるものとする。 

 

 第２節 市域の保全施設整備計画（市域保全計画） 

 １及び２  略 

 ３．治山治水対策 

   森林は、水源のかん養、土砂の流出・崩壊の防止等の重要な公益的

機能を有しており、市は、山地災害を防止するため、国あるいは県が長

期計画に基づき直接行う事業の実施状況を考慮しつつ、治山治水事業

を実施し森林の保全及び育成に努めるものとする。 

   また、盛土の規制について、総合調整や包括的なとりまとめを担う

組織を明確化し、 併せて許可状況や不適正事案への対応などの情報共

有を行う連携会議を定期的に開催するものとする。 

   県及び市は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内の既存盛

第１章 災害予防計画 

 第１節 災害危険地域等の調査及び予防対策 

 第１項  略 

 第２項 災害危険地域の予防対策 

 １～４  略 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２節 市域の保全施設整備計画（市域保全計画） 

 １及び２  略 

 ３．治山治水対策 

   森林は、水源のかん養、土砂の流出・崩壊の防止等の重要な公益的

機能を有しており、市は、山地災害を防止するため、国あるいは県が長

期計画に基づき直接行う事業の実施状況を考慮しつつ、治山治水事業

を実施し森林の保全及び育成に努めるものとする。 

   また、盛土の規制について、総合調整や包括的なとりまとめを担う

組織を明確化し、 併せて許可状況や不適正事案への対応などの情報共

有を行う連携会議を定期的に開催するものとする。 

   県及び市は、盛土による災害防止に向けた総点検等        
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土等に関する調査等を実施し、必要に応じ、把握した盛土等について安

全性把握のための詳細調査や経過観察等を行うものとする。また、これ

らを踏まえ、危険が確認された盛土等について、宅地造成及び特定盛土

等規制法などの各法令に基づき、速やかに監督処分や撤去命令等の行

政処分等の盛土等に伴う災害を防止するために必要な措置を行うもの

とする。 

  

  

 ４． 略 

 

 第３節  略 

 第４節 災害防除に関する予防計画 

 第１項 農地防災計画 

    （略） 

     また、農業用ため池（災害防止用のダムを含む。）等が築造後の

自然的・社会的状況の変化による機能低下や老朽化、流木の流下

等による決壊浸水等に伴う農用地及び農業用施設用地等に発生す

る災害を未然に防止するため、地震・豪雨耐性評価を実施し、た

め池堤体及びその他の施設の新設、改修を防災重点農業用ため池

等緊急度の高いものから順次実施するものとする。 

    （略） 

 第２項 水害予防計画 

 １  略 

 ２．道路、橋りょうの維持補修 

  （１）～（３）  略 

  （４） 道路の冠水等による事故を未然に防止するため、監視施設等

の整備を図り、警察及び消防等との連携の下で、適切な道路管

理に努めるものとする。 

      また、アンダーパス部等の道路の冠水を防止するため、排水

施設及び排水設備の補修等を推進する。 

 ３～５  略 

 第３項 火災予防計画 

 １．消防力の充実整備 

                                  

                                   

   を踏まえ、危険が確認された盛土 について、宅地造成及び特定盛土    

等規制法などの各法令に基づき、速やかに     撤去命令等の是

正指導                       を行うもの

とする。また、県は，当該盛土について、対策が完了するまでの間に、

市において地域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要にな

った場合には、適切な助言や支援を行うものとする。 

 ４． 略 

 

 第３節  略 

 第４節 災害防除に関する予防計画 

 第１項 農地防災計画 

    （略） 

     また、農業用ため池（災害防止用のダムを含む。）等が築造後の

自然的・社会的状況の変化による機能低下や老朽化、流木の流下

等による決壊浸水等に伴う農用地及び農業用施設用地等に発生す

る災害を未然に防止するため、              た 

    め池堤体及びその他の施設の新設、改修を防災重点農業用ため池

等緊急度の高いものから順次実施するものとする。 

    （略） 

 第２項  水害予防計画 

 １  略 

 ２．道路、橋りょうの維持補修 

  （１）～（３）  略 

  （４） 道路の冠水等による事故を未然に防止するため、監視施設等

の整備を図り、警察及び消防等との連携の下で、適切な道路管

理に努めるものとする。 

       

 

 ３～５  略 

 第３項 火災予防計画 

 １．消防力の充実整備 
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  （１） 消防組織の整備 

    ア 消防体制の強化 

      市は、消防団員の人的確保に努め、各種の災害に対処し得る

体制の強化充実を図るものとする。 

      市は、消防団の充実強化に向けて、大規模災害等に備えた消

防団の車両・資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、実践的な教

育訓練体制の充実、若者・女性をはじめとして団員の入団促進

等に取り組むものとし、地域住民と消防団員の交流等を通じ、

消防団員がやりがいを持って活動できる環境づくりを進めるよ

う努めるものとする。 

    イ  略 

  （２） 消防施設等の整備 

      市は、消防活動の万全を期すため、整備計画に基づき消防施

設及び資機材の整備に努めるものとする。 

      その際、車両や資機材を小型化・軽量化するなど、被災地の

道路状況が悪い場合や海路・空路を活用して被災地入りする場

合も想定した救助用資機材の整備に留意するものとする。 

  （３）  略 

 ２．消防団員等に対する教養訓練 

  （１）消防の近代化に伴い一層高度の知識と技術が要求されることか

ら、消防組織の質的向上を図るため消防団員等の県消防学校への

派遣を推進する。 

  （２） 略 

 ３．防火対象物の火災予防の徹底 

  （１）市は、学校、病院、社会福祉施設、事業所、興行場等多数の者

が出入りし、勤務し又は居住する防火対象物について、防火管理

の徹底を期すため立入検査を強化し、これら対象物の防火管理者

の有資格者を養成するため、また、現任防火管理者の資質向上の

ため講習会を開催する。 

  （２）市は、旅館、ホテル、興行場等多数の者が出入りする特定防火

対象物のうち一定規模以上のものを対象に、表示公表制度を実施

し、防火安全上の不備事項の是正を促進し利用者の安全確保に努

める。 

  （１） 消防組織の整備 

    ア 消防体制の強化 

      市は、消防団員の人的確保に努め、各種の災害に対処し得る

体制の強化充実を図るものとする。 

      

 

 

 

 

 

    イ  略 

  （２） 消防施設等の整備 

      市は、消防活動の万全を期すため、整備計画に基づき消防施

設及び資機材の整備に努めるものとする。 

 

 

 

  （３）  略 

 ２．消防団員等に対する教養訓練 

  （１）消防の近代化に伴い一層高度の知識と技術が要請されることか

ら、消防組織の質的向上を図るため消防団員等の県消防学校への

派遣を推進する。 

  （２） 略 

 ３．防火対象物の火災予防の徹底 

  （１）市は、学校、病院、社会福祉施設、事業所、興業場等多数の者

が出入りし、勤務し又は居住する防火対象物について、防火管理

の徹底を期すため立入検査を強化し、これら対象物の防火管理者

の有資格者を養成するため、また、現任防火管理者の資質向上の

ため講習会を開催する。 

  （２）市は、旅館、ホテル、興業場等多数の者が出入りする特定防火

対象物のうち一定規模以上のものを対象に、表示公表制度を実施

し、防火安全上の不備事項の是正を促進し利用者の安全確保に努

める。 
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  （３） 略 

 ４～５  略 

 第４項～第６項  略 

 第５節  略 

 第６節 防災教養訓練計画 

 第１項 防災教養計画 

 １．総合的な防災の教養普及 

  （１）～（２）  略 

  （３）広報すべき内容 

     ア～ク  略 

     ケ 山間部や河川の沿岸など、地域の特性に応じて発生可能性

が高い複合災害リスクと取るべき行動 

  （４） 略 

 ２～４  略 

 第２項 防災訓練計画 

     市（各部局、教育委員会）は、災害時に関係機関及び住民等と

連携し、初動活動、応急対策が迅速かつ的確に実施できるよう、

また、防災知識の普及、高揚を図るため、計画的、継続的に地域

の災害リスクや、季節に応じた災害リスクに基づいた防災訓練を

実施するものとする。 

     また、山間部や河川の沿岸など、地域の特性を考慮し、発生可

能性が高い複合災害を想定した訓練の実施に努めるものとする。 

 １．基本方針 

   市及び防災関係機関あるいは防災上重要な施設の管理者等が訓練を

行うに当たっては、訓練の目的を具体的に設定した上で、水害、火災

等それぞれの地域（施設）において発生が予想される被害の想定を明

らかにするとともに、訓練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓

練環境などについて具体的な設定を行い、参加者自身の判断も求めら

れる内容を盛り込むなど実践的なものとなるよう工夫するものとす

る。この際、各機関の救援活動等の連携強化に留意するものとする。 

   また、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見する

ための訓練の実施にも努めるものとする。あわせて、医療コンテナや

トイレコンテナなど高付加価値コンテナやデジタル等新技術の活用な

  （３） 略 

 ４～５  略 

 第４項～第６項  略 

 第５節  略 

 第６節 防災教養訓練計画 

 第１項 防災教養計画 

 １．総合的な防災の教養普及 

 （１）～（２）  略 

  （３）広報すべき内容 

     ア～ク  略 

      

 

 （４） 略 

 ２～４  略 

 第２項 防災訓練計画 

     市（各部局、教育委員会）は、災害時に関係機関及び住民等と

連携し、初動活動、応急対策が迅速かつ的確に実施できるよう、

また、防災知識の普及、高揚を図るため、計画的、継続的に地域

の災害リスクに             基づいた防災訓練を

実施するものとする。 

 

 

 １．基本方針 

   市及び防災関係機関あるいは防災上重要な施設の管理者等は、水害、

火災等それぞれの地域（施設）において発生が予想される災害の具体

的な想定に基づき、防災関係職員あるいは地域住民が処置すべき応急

的な対策について実地に又は図上において、それぞれの機関別にある

いは２以上の機関が合同して訓練を行うものとする。 
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ど、災害対応上有効と認められるものの効果的な活用方法について訓

練を通じて検討を進めるものとする。 

 ２～７  略 

 ８．感染症対策への配慮 

                  感染症の拡大のおそれがある状況

下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した訓練を積極的に実施す

るものとする。 

 

 第７節 自主防災組織の育成と強化 

 １．地域住民による自主防災組織 

  （１）～（７） 略 

  （８）研修の実施 

     ア～イ  略 

     ウ 防災人材の育成 

       市は、防災・減災に係る人材育成等を強化するため、専門

性の高い大学等と連携し、総合防災力を高めることができる

体制を整備するものとする。また、育成した人材が地域防災

力の要となるよう、自主防災組織等と連携を深める機会の創

出を促進するなど、防災人材がそれぞれの地域で活躍できる

体制の構築を強化・推進するものとする。さらに、外国人防

災リーダーの育成に加え、育成したリーダーを防災講座等に

講師として派遣するなど、地域の外国人に対する防災啓発の

強化に取り組む。 

  （９）～（11） 略 

 ２～３  略 

 

 第８節 災害対策物資備蓄等の計画 

     市（総務課、上下水道課）は、大規模な災害発生直後の住民等

の生活を確保するため、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、

常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション、非

常用発電設備、炊き出し用具、毛布等生活必需品及び防災資機材、        

                   感染症対策に必要な物資等の備

蓄並びに調達体制の整備に努める。 

 

 

 ２～７  略 

 ８．感染症対策への配慮 

   新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況

下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した訓練を積極的に実施す

るものとする。 

 

 第７節 自主防災組織の育成と強化 

 １．地域住民による自主防災組織 

  （１）～（７） 略 

  （８）研修の実施 

     ア～イ  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  （９）～（11） 略 

 ２～３  略 

 

 第８節 災害対策物資備蓄等の計画 

     市（総務課、上下水道課）は、大規模な災害発生直後の住民等

の生活を確保するため、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、

常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション、非

常用発電設備、炊き出し用具、毛布等生活必需品及び防災資機材、

新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の備

蓄並びに調達体制の整備に努める。 
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    （略） 

 １～４  略 

 ５．物資支援・必要資機材の事前準備 

  （略） 

   市は、水害・土砂災害や大規模地震等により被災した施設を迅速に

復旧することができるようにするため、災害時応急対策用資機材備蓄

拠点の強化や、道路啓開等を目的とした道の駅等への備蓄コンテナの

整備に努めるものとする。 

 

 第９節 防災通信設備等の整備計画 

 １  略 

 ２．各種通信手段の確保 

   市は、通信の途絶を回避するため、関係機関及び関係者と連携し様々

な通信手段の確保に努めるものとする。 

   市は、通信が途絶している地域で、部隊や派遣職員等が活動する場

合を想定し、衛星通信を活用したインターネット機器の整備、活用に

努めるものとする。 

  （１）～（３）  略 

  （４） 公共安全モバイルシステム 

     平時は携帯電話として使用でき、災害発生時等には、機関の内

部や、自機関と他機関との間で連絡・情報共有手段となる公共安

全モバイルシステムを活用した情報収集体制の整備を図るものと

する。 

 

 第10節 避難対策 

 １．避難計画の策定 

  （略）    

   なお、防災マップの作成にあたっては子どもを含む住民も参加する

等の工夫をするとともに、住民が防災訓練等において直接活用できる

ように配慮することにより、災害からの避難に対する住民等の理解の

促進を図るよう努めるものとする。 

   また、市は、子どもを含む住民等が、自ら避難情報や警戒レベル相

当情報などから判断し、適切に避難行動がとれるよう、避難のタイミ

    （略） 

 １～４  略 

 ５．物資支援      の事前準備 

  （略） 

    

 

 

 

 

 第９節 防災通信設備等の整備計画 

 １  略 

 ２．各種通信手段の確保 

   市は、通信の途絶を回避するため、関係機関及び関係者と連携し様々

な通信手段の確保に努めるものとする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第10節 避難対策 

 １．避難計画の策定 

  （略） 

   なお、防災マップの作成にあたっては      住民も参加する

等の工夫をするとともに、住民が防災訓練等において直接活用できる

ように配慮することにより、災害からの避難に対する住民等の理解の

促進を図るよう努めるものとする。 

   また、市は、      住民等が、自ら避難情報や警戒レベル相

当情報などから判断し、適切に避難行動がとれるよう、避難のタイミ
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ングや避難場所、確認すべき防災情報などを記載した「災害・避難カ

ード」などの作成の促進に努めるものとする。「災害・避難カード」は

紙媒体のほか、デジタル版も活用し、その普及に努めるものとする。 

   市防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有

者又は管理者は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、

避難確保計画を作成または変更し、公表するとともに、当該避難確保

計画に基づく避難訓練を実施するものとし、作成した又は変更した避

難確保計画及び実施した避難訓練の結果について市長に報告するもの

とする。 報告を受けた市は、当該施設の所有者又は管理者に対して、

必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等

を行うものとする。 

   市は、自宅や親戚・知人宅等の指定避難所以外への避難者、在宅避

難者及び車中泊避難者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師

等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報

の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努めることとする。

また、支援拠点や車中泊避難スペースが設置された場合は、利用者数、

食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を

行うものとし、被災者支援に係る情報を提供することとする。この際、

車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努

めるものとする。 

 ２．行政区域を越えた広域避難の調整 

   市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能

となるよう、平時から広域避難等の実施に係る検討をするとともに、

他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等

及び広域一時滞在における被災住民（以下「広域避難者」という。）の

運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など、災害

時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう、また、住

民へ周知するよう努めるものとする。加えて、他都道府県からの避難

者や観光客の受入を想定した避難対策を検討するものとする。 

  （略） 

 ３．指定避難所と指定緊急避難場所 

  （１）指定避難所 

    ア～オ  略 

ングや避難場所、確認すべき防災情報などを記載した「災害・避難カ

ード」などの作成の促進に努めるものとする。「災害・避難カード」は

紙媒体のほか、デジタル版も活用し、その普及に努めるものとする。 

   市防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有

者又は管理者は、                        

  避難確保計画を作成し                      

                                  

                        市長に報告するもの

とする。 報告を受けた市は、当該施設の所有者又は管理者に対して、

必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等

を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．行政区域を越えた広域避難の調整 

   市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能

となるよう、平時から広域避難等の実施に係る検討をするとともに、

他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等

及び広域一時滞在における被災住民（以下「広域避難者」という。）の

運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など、災害

時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう、また、住

民へ周知するよう努めるものとする。 

 

  （略） 

 ３．指定避難所と指定緊急避難場所 

  （１）指定避難所 

    ア～オ  略 
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    カ 海津市避難所運営ガイドラインの見直し 

      市は、要配慮者を含む避難者が、安心して避難生活を送るこ

とができるようにするため、「避難所における良好な生活環境の

確保に向けた取組指針」や「スフィア基準」の考え方に加え、大

規模災害時の教訓等も踏まえ、「海津市避難所運営ガイドライ

ン」を適宜改定する。 

 ４～６  略 

 ７．指定避難所の指定 

  （略） 

   また、               感染症対策のため、平常時

から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感

染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当

部局が連携して、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、

必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・

旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるもの

とする。 

      市は、被災地において               感染 

  症の発生、拡大がみられる場合は、 防災担当部局と保健福祉担当部局

が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものと

する。 

  （略） 

 ８．在宅避難者等の支援 

   市は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受

け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ地域の実情に応

じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための

拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努め

るものとする。 

 ９．車中泊避難者の支援 

   市は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場

合に備えて、あらかじめ地域の実情に応じ、避難所の敷地内に車中泊

避難を行うためのスペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方

策を検討する。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等

の広報や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとす

    

 

 

 

 

 

 ４～６  略 

 ７．指定避難所の指定 

  （略） 

   また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時

から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感

染症患者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当

部局が連携して、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、

必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・

旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるもの

とする。 

   県及び市は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染

症の発生、拡大がみられる場合は、 防災担当部局と保健福祉担当部局

が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものと

する。 

  （略） 
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る。これらに加え、車中泊避難をするうえでの運営上のルール等を避

難所運営ガイドラインにおいて明記する。 

 10．避難に関する広報   

 11．避難情報の把握 

   市は、感染症予防等により避難所以外への多様な避難形態が発生す

ることを踏まえ、住民の安否や必要な支援についての情報を把握・確

認する体制の構築に努めるものとする。 

  また、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に

応じて実施している状況把握の取組みを円滑に行うことができるよう

事前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や

優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、

検討するよう努めるものとする。 

 12．デジタル技術を活用した被災者支援 

   市は、被災者の生活再建に必要な罹災証明書の迅速かつ効率的な発

行も含め、被災者のニーズに応じたきめ細やかな支援を実施できるよ

う、マイナンバーカードを使用したシステムや専用アプリの活用によ

る避難者の把握・管理などのデジタル技術を活用した取組みについて、

国の動向も踏まえつつ、導入に向けた調査・研究に努めるものとする。 

 市は、指定避難所以外への避難者の人数や必要物資等の把握が可能

となる「分散避難システム」等を活用し、指定避難所以外への避難者に

対しても、迅速な支援を行うことができる体制を構築するものとする。

また、地域における防災訓練や研修の場などを通じ、市民に対して「分

散避難システム」を広く周知し、災害時における活用を推進するものと

する。 

  

 第11節～第12節 

 第13節 ボランティア活動の環境整備計画 

 １～３  略 

 ４．ボランティア活動の推進 

  （１）  略 

  （２）ボランティアコーディネーターの育成 

    （略） 

     また、大規模災害時における迅速かつ継続的な支援に備えるた

 

 

 ８．避難に関する広報   

 ９．避難情報の把握 

   市は、感染症予防等により避難所以外への多様な避難形態が発生す

ることを踏まえ、住民の安否や必要な支援についての情報を把握・確

認する体制の構築に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第11節～第12節 

 第13節 ボランティア活動の環境整備計画 

 １～３  略 

 ４．ボランティア活動の推進 

  （１）  略 

  （２）ボランティアコーディネーターの育成 

    （略） 
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め、災害ボランティアセンターの運営を支援する人材を養成する

ものとする。 

 ５～６  略 

 

 第14節 医療救護体制の整備 

 １～４  略 

 ５．デジタル技術を活用した防災対策の推進 

   市         は、効果的・効率的な防災対策を行うため、

ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用など、

災害対応業務のデジタル化の推進を図る。 

   デジタル化に当たっては、災害対応に必要な情報項目等の標準化や、

システムを活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制整備を図るよ

う努めるものとする。 

   また、限られた人員でも効率的に、激甚化・頻発化する災害に対応

できるようにするため、災害時の情報収集、孤立地域対策、避難所の環

境改善といった様々な場面においてデジタル等新技術の活用を推進す

るものとする。この際、ドローンや衛星通信を活用したインターネット

機器や、高付加価値コンテナの活用による被災地支援など、災害対応上

有効と認められるデジタル等新技術の活用場面や効果的な活用方法に

ついて、前向きかつ幅広に検討を進めるとともに、実災害時に適切に活

用できるよう、平時から職員の操作能力の向上や新技術を保有する関

係団体・民間事業者等との連携強化を図る。なお、デジタル技術の活用

に際しては、高齢者や障がい者など、その恩恵を受けられない人を生ま

ないよう、きめ細かな支援や取組みを一体で推進するものとする。 

  

 第15節 広域応援体制の確立 

 １  略 

 ２．県内相互応援 

  （１）～（３）  略 

  （４）応援職員の派遣及び受入に際しての感染症対策 

    （略） 

    また、応援職員等が宿泊場所を確保することが困難な場合に、公

共施設の空きスペース、仮設の拠点や宿泊に供する車両を設置でき

 

 

 ５～６  略 

 

 第14節 医療救護体制の整備 

 １～４  略 

 ５．デジタル技術を活用した防災対策の推進 

   県、市及び防災関係機関は、効果的・効率的な防災対策を行うため、

ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用など、

災害対応業務のデジタル化の推進を図る。 

   デジタル化に当たっては、災害対応に必要な情報項目等の標準化や、

システムを活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制整備を図るよ

う努めるものとする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第15節 広域応援体制の確立 

 １  略 

 ２．県内相互応援 

  （１）～（３）  略 

  （４）応援職員の派遣及び受入に際しての感染症対策 

    （略） 
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る空き地などの確保に配慮するものとする。 

 ３．協力体制の確立 

  （略） 

   また、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・

医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸

送手段の確保に努めるものとする。 

 ４．受援体制の整備 

   市は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受

け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努める

ものとする。特に、応援職員等の執務スペースの確保、応援職員の効

率的な配置や役割の明確化を図り、庁内全体及び各業務担当部署にお

ける受援担当者の選定を行う。その際、感染症対策のため、適切な空

間の確保に配慮するものとする。 

   また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、

宿泊施設の確保に向けた民間施設等との協定の締結を進めるものとす

る。加えて、応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設

の空きスペース、仮設の拠点や宿泊に供する車両を設置できる空き地

など宿泊場所として活用可能な施設等のリスト化に努めるものとす

る。 

 ５．受援体制・広域連携の強化 

   市は、過去の被災地支援に従事した職員のデータベース化を進める

ものとする。 

    

 

第２章 災害応急対策 

 第１節  略 

 第２節  緊急活動 

 第１項  略 

 第２項 消防対策 

 １～２  略 

 ３．対策 

  （１）～（２） 略 

  （３）負傷者等の救出及び救急 

 

 ３．協力体制の確立 

  （略） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 災害応急対策 

 第１節  略 

 第２節  緊急活動 

 第１項  略 

 第２項 消防対策 

 １～２  略 

 ３．対策 

  （１）～（２） 略 

  （３）負傷者等の救出及び救急 
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    ア 消防、警察による救出・救急活動 

    （ア） 救出活動 

       （略） 

        ・救出活動を阻害するガレキ、土砂、コンクリート等の

除去のため、関係団体の協力を得て、大型建設機械の早

期導入を図る。救助を行う警察又は消防その他これに

準ずる機関は、生命又は身体に対する重大な危険が切

迫しており、かつ、要救助者を早期に発見するために当

該位置情報を取得することが不可欠であると認められ

る場合、電気通信事業者に対して位置情報の取得を要

請し、救出救助に活用するものとする。 

 ４． 略 

 第３項～第４項  略 

 第３節  略 

 第４節 災害防除に関する予防計画 

 第１項 道路交通対策 

 １～５  略 

 ６．緊急通行車両照明の申請 

   災害応急対策を実施するための車両を使用しようとする者は、県本

部（防災班又は警察部交通総括班）あるいは県支部（総務班又は警察

班）に緊急通行車両確認証明書の交付を申請し、証明書及び標章の交

付を受けるものとする。また、   市は、輸送協定を締結した民間

事業者等の車両が、あらかじめ緊急通行車両確認標章等の交付を受け

ることができることについて、周知及び普及を図るものとする。 

  

 

 ７．緊急輸送網の整備 

  （１）緊急輸送ネットワークの確保 

     緊急輸送道路の管理者は、緊急輸送ルートの確保を早期に図る

ため、広域的な代替ルートとして機能する高速道路等の整備や、

防災拠点への通行を確保する道路の整備、           

      橋梁耐震・段差対策、斜面対策等を進めていくものとする。 

     また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する

    ア 消防、警察による救出・救急活動 

    （ア） 救出活動 

       （略） 

        ・救出活動を阻害するガレキ、土砂、コンクリート等の

除去のため、関係団体の協力を得て、大型建設機械の早

期導入を図る。 

 

 

 

 

 

 ４． 略 

 第３項～第４項  略 

 第３節  略 

 第４節 災害防除に関する予防計画 

 第１項 道路交通対策 

 １～５  略 

 ６．緊急通行車両照明の申請 

   災害応急対策を実施するための車両を使用しようとする者は、県本

部（防災班又は警察部交通総括班）あるいは県支部（総務班又は警察

班）に緊急通行車両確認証明書の交付を申請し、証明書及び標章の交

付を受けるものとする。また、県及び市は、輸送協定を締結した民間

事業者等の車両について、緊急通行車両標章交付のための申出があっ

たときは、災害発生前においても、当該車両に対して緊急通行車両標

章が交付されることから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、

自らも事前の申出を積極的にするなど、その普及を図るものとする。 

 ７．緊急輸送網の整備 

  （１）緊急輸送ネットワークの確保 

     緊急輸送道路の管理者は、緊急輸送ルートの確保を早期に図る

ため、整備計画を策定し、その計画に基づき、主要な市街地等と

高速道路のアクセス強化等ネットワーク機能の向上を図る道路整

備や橋梁耐震   対策、斜面対策等を進めていくものとする。  

     また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する
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道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、

区域を指定して道路の占用の禁止又は制限等を行うとともに、国

が促進する一般送配電事業者、電気通信事業者における無電柱化

の取組みと連携しつつ無電柱化の推進を図り、新規の電柱占用を

原則認めないものとする。 

  （２）地域内輸送拠点の設置 

    （略） 

     また、広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の効率的な運営を図

るため、速やかに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等

と連携して確保するよう努めるものとする。 

  （３）道路被害状況の迅速把握 

     市は、発災後の発災後の道路の障害物除去による道路啓開、応

急復旧等に必要な人員、資機材等の確保について、民間団体等と

の協定の締結に努めるものとする。 

 ８  略 

 

 第５節 情報計画 

 第１項 警報・注意報・情報等の計画 

 １  略 

 ２．特別警報・警報・注意報等の種別 

  （１） 略 

  （２）大雨・洪水警報の危険度分布等 

    ■警報の危険度分布等の概要 

種 類 概 要 

土砂キキクル（略） （略） 

浸水キキクル（略） 短時間強雨による浸水害発生の危険度の

高まりの予測を、地図上で1km 四方の領

域ごとに5 段階に色分けして示す情報。

1 時間先までの表面雨量指数の予測を用

いて常時10 分ごとに更新しており、大雨

警報（浸水害）等が発表されたときに、ど

こで危険度が高まるかを面的に確認する

ことができる。 

道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、

区域を指定して道路の占用の禁止又は制限 を行うとともに、国

が促進する一般送配電事業者、電気通信事業者における無電柱化

の取組みと連携しつつ無電柱化の推進を図り、新規の電柱占用を

原則認めないものとする。 

  （２）地域内輸送拠点の設置 

    （略） 

 

 

 

 

 

  

 

 ８  略 

 

 第５節 情報計画 

 第１項 警報・注意報・情報等の計画 

 １  略 

 ２．特別警報・警報・注意報等の種別 

  （１） 略 

  （２）大雨・洪水警報の危険度分布等 

    ■警報の危険度分布等の概要 

種 類 概 要 

土砂キキクル（略） （略） 

浸水キキクル（略） 短時間強雨による浸水害発生の危険度の

高まりの予測を、地図上で1km 四方の領

域ごとに5 段階に色分けして示す情報。

1 時間先までの表面雨量指数の予測を用

いて常時10 分ごとに更新しており、大雨

警報（浸水害）等が発表されたときに、ど

こで危険度が高まるかを面的に確認する

ことができる。 
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・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ち

に安全確保が必要とされる警戒レベル５

に相当。 

洪水キキクル（略） （略） 

流域雨量指数の予

測値 

（略） 

  （３）早期注意情報（警報級の可能性） 

    （略） 

     大雨       に関して、５日先までの期間に[高]又は

[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があ

ることを示す警戒レベル１である。 

  （４）～（７）  略 

 ３～６  略 

 第２項～第３項  略 

 第６節  略 

 第７節 被災者対策 

 第１項  略 

 第２項 避難計画 

 １～９  略 

 10．指定避難所の開設及び収容保護 

  （１）～（５） 略 

  （６）指定避難所の運営管理 

    ア及びイ  略 

    ウ 指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なもの

とするよう努める。そのため、避難所開設当初からパーティシ

ョンや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよう努めると

ともに、食事供与の状況、下水道又は浄化槽の排水経路等を踏

まえたトイレの設置・使用可能状況等の把握に努め、必要な対

策を講じるものとする。加えて、仮設トイレやマンホールトイ

レを早期に設置するとともに、簡易トイレ、トイレカー、トイレ

トラック等のより快適なトイレの設置に配慮するよう努める。

また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、

段ボールベッド、パーティション等の活用状況、入浴施設設置

 

 

 

洪水キキクル（略） （略） 

流域雨量指数の予

測値 

（略） 

  （３）早期注意情報（警報級の可能性） 

    （略） 

     大雨、大雪、暴風（雪）に関して、５日先までの期間に[高]又は

[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があ

ることを示す警戒レベル１である。 

  （４）～（７）  略 

 ３～６  略 

 第２項～第３項  略 

 第６節  略 

 第７節 被災者対策 

 第１項  略 

 第２項 避難計画 

 １～９  略 

 10．指定避難所の開設及び収容保護 

  （１）～（５） 略 

  （６）指定避難所の運営管理 

    ア及びイ  略 

    ウ 指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なもの

とするよう努める。また、避難生活においては、プライバシー

の確保、性別に伴う区分け等に配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

県防災計画修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

県防災計画修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県防災計画修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 



海津市地域防災計画（第２編 一般対策編）新旧対照表 

            （新）                          （旧）                （修正理由） 

15 

 

の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、歯科医師、歯科衛生

士、保健師、助産師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、

感染症予防対策の実施状況、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確

保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康

状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、栄養バランスのと

れた適温の食事や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、

福祉的な支援の実施など、必要な措置を講じるよう努めるもの

とする。また、必要に応じ、被災者支援等の観点から指定避難所

における家庭動物のためのスペースの確保に努めるとともに、

獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、

連携に努めるものとする。 

       市は、自宅や親戚・知人宅等の指定避難所以外への避難者、

在宅避難者及び車中泊避難者に対しても、食料等必要な物資の

配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービス

の提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られ

るよう努めることとする。また、支援拠点や車中泊避難スペー

スが設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を

集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災

者支援に係る情報を提供することとする。この際、車中泊避難

の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努める

ものとする。 

  （７）～（８） 略 

 11．  略 

 12．要配慮者・避難行動要支援者対策 

    （略） 

    市は、二次避難を行うべき場合やその対象者を整理し、被災者を

受け入れ可能なホテル・旅館等の確保に努めるものとする。また、

バスなど被災者の移送手段を確保し、二次避難についての被災者の

意向を把握するよう努める。 

    さらに、被災者の希望を踏まえたホテル・旅館等のマッチング、

ホテル・旅館等への移送、二次避難先での継続的な支援等について

も検討するものとする。 

 第３項～第５項目  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （７）～（８） 略 

 11．  略 

 12．要配慮者・避難行動要支援者対策 

    （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 第３項～第５項目  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県防災計画修正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 



海津市地域防災計画（第２編 一般対策編）新旧対照表 

            （新）                          （旧）                （修正理由） 

16 

 

 第６項 応急住宅対策 

 １．実施内容 

  （１）供給体制の整備 

     市は、災害に対する安全性に配慮しつつ、応急仮設住宅の用地

に関し、必要戸数分の建設可能な用地を把握するなど、あらかじ

め供給体制を整備しておくものとする。また、用地ごとの災害リ

スク等の情報把握に努めるとともに、災害時応援協定締結団体に

よる供給能力等の把握に努めるものとする。 

     市は、学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合に

は、学校の教育活動に十分配慮するものとする。 

  （２）応急仮設住宅の施工経験やノウハウの共有 

     市は、応急仮設住宅建設の迅速化を図るため、被災地での施工

経験やノウハウの共有に努めるものとする。 

  （３）民間賃貸住宅の借上げ体制の確立 

     市は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住

宅や民間賃貸住宅の空き家等の把握に努め、災害時に迅速にあっ

せんできるよう、あらかじめ体制を整備するものとする。また、

災害時に円滑に提供できるようにするため、協定締結団体への災

害救助法に基づく供与制度の周知と供給体制の強化を図るものと

する。 

 ２．住宅確保等の種別 

 ３．住宅対策等の調査報告 

 ４．仮設住宅の建設及び入居 

 ５．住宅の応急修理 

 ６．障害物の除去 

 ７．収入が一定額に満たない世帯に対する融資 

 第７項 略 

 第８項 保健活動・精神保健 

 １．基本方針 

  （略） 

   市は、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災

害時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請するもの

とする。 

 第６項 応急住宅対策 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．住宅確保等の種別 

 ２．住宅対策等の調査報告 

 ３．仮設住宅の建設及び入居 

 ４．住宅の応急修理 

 ５．障害物の除去 

 ６．収入が一定額に満たない世帯に対する融資 

 第７項 略 

 第８項 保健活動・精神保健 

 １．基本方針 

  （略） 
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 ２  略 

 第９項～第12項  略 

 第13項  環境衛生・廃棄物処理 

       市は、環境衛生の保全を図るため、排出されたごみ、し尿、

がれき等の災害により生じた廃棄物（以下「災害廃棄物」とい

う。）の迅速な収集・処理体制を確保する。 

       また、災害廃棄物の広域処理を含めた処分方法の確立と、計

画的な収集・運搬及び処理により、適正処理を確保しつつ、円

滑かつ迅速に廃棄物を処理する。 

  

 

 

 １  略 

 ２．実施内容 

  （１）ごみ、し尿の処理活動 

     市は、災害時におけるごみ又はし尿を収集及び運搬するため、

清掃班を編成する。清掃班は、ごみ収集運搬班とし尿収集運搬班

に区分して編成するものとする。 

  （２）清掃方法 

    ア ごみ処理 

      市は、ごみ収集車の確保について、市所有のものを利用する

ものとするが、不足する場合には、民間、特に清掃事業団体の協

力も得ることとする。 

    ａ 収集順序 

      ごみの収集は、実施者が被災地の状況を考慮し、緊急に清掃

を要する地域から、順次実施する。 

    ｂ 収集方法 

      ごみの収集にあたって、各班の収集担当地域を明確にする。   

     また、被災住民、ごみ収集運搬班に災害廃棄物の分別収集の徹

底を図る。 

    ｃ ごみの処分 

      災害廃棄物の仮置き場、処分方法、処分場所等については、

十分に検討し、計画的にごみの処分を行う。収容したごみにつ

 ２  略 

 第９項～第12項  略 

 第13項 清掃計画 

     災害時における被災地域では、多量の災害廃棄物の発生や、ご

み及びし尿処理機能の低下などが予想されることから、関係機関

や民間事業者等と連携し的確な処理を実施するものとする。 

     また、災害廃棄物に関する情報をホームページ等において公開

する等周知に努めるものとする。加えて、ボランティア、ＮＰＯ

等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福祉

協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分

担するなどして、効率的に災害廃棄物等の搬出を行うものとす

る。 

 １  略 

 ２．清掃班の編成 

   市本部環境班は、ごみ処理及びし尿処理のための清掃班を編成する

ものとする。清掃班は、市本部環境班と作業員で編成する。（作業員は、

ボランティアの動員又は労務者を雇い上げる。） 

 ３．清掃方法 

 （１） ごみ処理 

   ア 収集順序 

     ごみの収集は、被災地の状況を考慮し、緊急に清掃を要する地区

から順次実施する。実施にあたっては、次の点に留意する。 

      （ア） 洪水時においては、水位の状況を把握し、減水した地区から

実施する。 

      （イ） 被災世帯における屋内の清掃状態を考慮する。 

      （ウ） 感染症発生のおそれのある地域を優先する。 

      イ 収集方法 

      （ア） 各班の担当区域を明確にする。 

      （イ） 分別収集が必要な場合は、被災地域の住民及び各清掃班に周

知徹底する。 

      ウ ごみの処分 

      （ア） ごみの処分方法、処分場所等については、あらかじめ計画を

定めておくものとする。 
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いては、最終処分場不足も予想されることからリサイクル等に

よる減量化施策を行い、その後の可燃物は、他の地域との連携

による焼却施設処理を原則とし、不燃物又は焼却できないごみ

は、埋立処分する。 

      また、災害発生時に河川に流出したごみは、適切に撤去・処

分を行い、河川環境の保全を図るものとする。 

      なお、フロン類使用機器の廃棄処分にあたっては、フロン類

の適正な回収・処理を行う。 

   イ し尿処理 

     市は、し尿収集車の確保について、民間、特に清掃事業団体の

協力を得ることとする。 

   ａ 収集順序 

     し尿の汲み取り収集は、実施者が被災地の状況を考慮し、緊急

に汲み取りを要する地域から順次実施する。 

   ｂ 収集方法 

     し尿の汲み取り収集にあたって、各班の収集担当地域を明確に

する。 

   ｃ し尿の処分 

     し尿の処分は、原則として、し尿処理場、下水道終末処理場等

において処分する。 

   ウ 災害廃棄物の発生への備え 

     市は、国が定めた災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、円滑

かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の

確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難所のごみや仮設トイレの

し尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方

公共団体や民間事業者等との連携・協力のあり方等について、災

害廃棄物処理計画において具体的に示すものとする。また、十分

な大きさの仮置場・最終処分場の確保に努めるとともに、広域処

理を行う地域単位で、平時の処理能力について計画的に一定程度

の余裕を持たせるとともに処理施設の能力を維持し、災害時にお

ける廃棄物処理機能の多重性や代替性の確保を図るものとする。 

     市は「災害廃棄物処理計画」の実効性を確保するために必要と

なる演習及び研修を実施し、災害廃棄物処理体制の強化を図るも

      （イ） 収集したごみについては、最終処分場不足も予想されること

から、リサイクル等による減量化対策を行い、その後の可燃物

は焼却処分し、不燃物は埋立処分とする。 

 （２） し尿処理 

     ア し尿の収集 

     し尿の収集は、被災地の状況を考慮し、緊急にくみ取りを要す

る地区から順次実施する。実施にあたっては、ごみ収集と同様の

点に留意する。 

    イ し尿の処分し尿の処分は、原則としてし尿処理場、下水道終末

処理場において処分するものとする。 

 ４．その他 

   清掃の事務、その他関連対策は、県計画第３章第３０項「清掃活動」

の定めるところによるものとする。 
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のとする。 

     市は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立や

民間連携の促進等に努めるものとする。 

     市は、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必

要に応じ事業者等に対し、大気汚染防止法に基づき適切に解体等

を行うよう指導・助言するものとする。また、災害廃棄物に関す

る情報のほか、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）、

災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）、地域ブロック協議会の

取組等に関して、ホームページ等において公開する等周知に努め

るものとする。 

   エ 災害廃棄物の処理 

     市は、発生した災害廃棄物の種類、性状等（土砂、ヘドロ、汚

染物等）を勘案し、その発生量を推計した上で、事前に策定して

おいた災害廃棄物処理計画に基づいて、仮置場、最終処分地を確

保し、必要に応じて処理実行計画の策定や広域処理を行うこと等

により、災害廃棄物の計画的な収集、運搬及び処分を行い、災害

廃棄物の円滑かつ迅速な処理を図る。加えて、ボランティア、Ｎ

ＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会

福祉協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、

分担するなどして、効率的に災害廃棄物等の搬出を行うものとす

る。 

     また、廃棄物処理施設については、災害廃棄物を処理しつつ、

電力供給や熱供給等の拠点としても活用することとする。 

     市は、損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、廃棄物

処理業者、建設業者等と連携した解体体制を整備するとともに、

必要に応じて速やかに他の地方公共団体への協力要請を行うもの

とする。 

     なお、災害廃棄物処理に当たっては、適切な分別の実施により

可能な限り再生利用と減量化を図るとともに、復旧・復興計画を

考慮に入れ、計画的に行うものとする。また、環境汚染の未然防

止及び住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ずるも

のとる。 

  （３）その他関連対策 
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     市は、避難所施設等に伴い仮設便所を設置する場合、原則とし

て、し尿貯留槽が装備された便所（簡易トイレ、トイレカー、ト

イレトラック等を含み、以下「仮設トイレ」という。）を配置する。

やむを得ない場合には、立地条件を考慮し、漏洩等により、地下

水が汚染しないような場所を選定し、避難人員200 人に対して、

大小便器をそれぞれ2 個以上ずつ設置する。閉鎖にあたっては、

消毒後埋没する。 

     仮設トイレは、当初は、市備蓄のものを利用し、不足する場合

には、応援要請を行うものとする。なお、民間での保有状況もあ

らかじめ把握しておくものとする。 

 第14項  略 

 第15項 その他被災者の保護計画 

 １～４  略 

 ５．被災者に対する国民健康保険等の給付 

   災害救助法による医療の救助は、国民健康保険その他各種制度に優

先して確保されるが、同救助は、医療機関の平常化（原則的に災害発

生後14 日以内）をまって平常医療制度に移行されるものである。従

って災害によって資格確認証または資格情報のお知らせを紛失し又は

使用不能となった者に対しては、市本部健康班及び関係機関は、とり

あえず医療機関と連絡をとり、資格確認証または資格情報のお知らせ

のないまま受診できるよう努めるとともに、できるかぎり速やかに市

本部保険医療班、高齢介護班において資格確認証または資格情報のお

知らせを再交付するものとする。 

 ６  略 

 ７．家庭動物の救援 

    災害時には、飼い主不明又は負傷した家庭動物（一般家庭において

愛玩等の目的で飼養保管されている犬、猫 等の動物） が多数生じる

と同時に、多くの被災者が家庭動物を伴い避難所に避難してくること

が予想される。このため、市（生活環境課）は、逸走した動物による人

への危害防止及び動物愛護の観点から、県及び関係団体等と連携し、こ

れらの動物の保護及び飼い主への必要な支援等を行う。 

 （１）被災地域における動物保護 

     市は、県、獣医師会等関係団体及び動物愛護ボランティア等と協

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第14項  略 

 第15項 その他被災者の保護計画 

 １～４  略 

 ５．被災者に対する国民健康保険等の給付 

   災害救助法による医療の救助は、国民健康保険その他各種制度に優

先して確保されるが、同救助は、医療機関の平常化（原則的に災害発

生後14 日以内）をまって平常医療制度に移行されるものである。従

って災害によって被保険者証            を紛失し又は

使用不能となった者に対しては、市本部健康班及び関係機関は、とり

あえず医療機関と連絡をとり、保険証               

  のないまま受診できるよう努めるとともに、できるかぎり速やかに市

本部保険医療班、高齢介護班において被保険者証         

     を再交付するものとする。 

 ６  略 

 ７．愛玩動物の救援 

   災害時には、飼い主不明又は負傷した愛玩動物（一般家庭において

愛玩等の目的で飼養保管されている犬、ねこ等の動物）等が多数生じる

と同時に、多くの被災者が愛玩動物を伴い避難所に避難してくること

が予想される。このため、市（  環境課）は、逸走した動物による人

への危害防止及び動物愛護の観点から、県及び関係団体等と連携し、こ

れらの動物の保護及び飼い主への必要な支援等を行う。 

 （１）被災地域における動物保護 

     市は、県、獣医師会等関係団体及び動物愛護ボランティア等と協
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力して、飼い主不明又は負傷した家庭動物の保護、収容、救護等を

行う。 

 （２）動物の適正な飼養体制の確保 

      市は、指定緊急避難場所や避難所に飼い主とともに同行避難した

家庭動物について、適切に受け入れるとともに、避難所等における

家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握に努めるものとする。 

        また、県及び関係団体等と協力して、飼い主とともに避難した家

庭動物について適正な飼養の指導を行うなど、動物の愛護及び生活

環境の保全に努める。これら運営上のルール等について、避難所運

営ガイドラインに明記する。 

  （３） 略 

 ８  略 

 第８節～第11節  略 

 

第３章  略 

第４章 災害復旧計画 

 第１項  略 

 第２項 被災者への支援 

 １～３  略 

 ４．災害ケースマネジメント 

   市は、災害ケースマネジメントによる被災者支援を円滑かつ迅速に

実施するため、関係団体と連携構築に努めるものとする。また、見守

り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行い、

被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるもの

とする。 

 第３項～第４項  略 

 

力して、飼い主不明又は負傷した愛玩動物の保護、収容、救護等を

行う。 

 （２）動物の適正な飼養体制の確保 

      市は、             飼い主とともに避難してきた

愛玩動物について、収容施設を避難所の隣接地に設置するよう努め

る。 

      

      また、県及び関係団体等と協力して、飼い主とともに避難した愛

玩動物について適正な飼養の指導を行うなど、動物の愛護及び生活

環境の保全に努める。 

 

  （３） 略 

 ８  略 

 第８節～第11節  略 

 

第３章  略 

第４章 災害復旧計画 

 第１項  略 

 第２項 被災者への支援 

 １～３  略 

 

 

 

 

 

 

 第３項～第４項  略 
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